
 

議長会要望事項調査票 

区名（品 川 区） 

 
【要望区分】（該当する要望区分にチェックし、要望先を記入してください。） 

■特別区議会議長会が独自に行う国への要望（総務大臣あて） 
□特別区議会議長会が独自に行う東京都への要望 
□全国市議会議長会を通じて行う要望 

【優先順位】 
  １位 

【件  名】 
 ふるさと納税に関する要望 
 
【要望内容】 
ふるさと納税制度は、地方自治体の財源確保や地域活性化に寄与する重要な制度

であるが、特別区においては制度の影響による減収額が増大している。 
この減収は特別区の公共サービス提供能力を低下させており、地域住民への影響も

懸念される。制度の公平性を確保し、特別区と他の地方自治体が共に持続可能な発

展を遂げるため、以下の事項を要望する。 
 
１ ふるさと納税による減収額が大きくなっている特別区に対して、補助金や交付

金などの財政支援策を導入し、特別区の財政負担を軽減すること。 
２ ふるさと納税による特別区税の減収分を補填するよう制度を見直し、特別区が

安定的に財源を確保することができるようにすること。 
３ 特別区が実施している全国連携プロジェクトに対して、ふるさと納税の効果を

活かせるような支援策を構築し、特別区と他の地方自治体の双方の地域活性化に

寄与すること。 
 
 
 
 

 

資料No.１４



 

議長会要望事項調査票 

区名（品 川 区） 

 
【要望区分】（該当する要望区分にチェックし、要望先を記入してください。） 

■特別区議会議長会が独自に行う国への要望（経済産業・農林水産大臣あて） 
□特別区議会議長会が独自に行う東京都への要望 
□全国市議会議長会を通じて行う要望 

【優先順位】 
  ２位 

【件  名】 
 物価高騰対策に関する要望 
 
【要望内容】 
 国際情勢が不安定な中、原油価格をはじめとするエネルギーコストや、 穀物・

食料品価格の高騰が国民生活に深刻な影響を与えている。また、米国の相互関税設

定による影響など先行きの不透明感が一層高まっており、地域経済にも不安が広が

っている。厚生労働省における国民生活基礎調査によると、生活が「苦しい」と回

答した世帯は前年から約 8 ポイント増え 59.6％となり、国民生活は厳しさを増し

ている。物価高に苦しむ国民生活の負担軽減を求め、以下要望する。 
 
１ 電気・ガス料金の負担軽減支援を、今後も継続すること。 
２ 省エネルギー型家電・設備への更新に対する経済的支援の充実を図ること。 
３ 昨夏から米が品薄状態となり、５キロ 5,000 円代となるなど家計を直撃してい

る。米の在庫確保、流通の円滑化等、安定した米の供給を図ること。 
 
 
 
 
 

 

資料No.１５



 

議長会要望事項調査票 

区名（品 川 区） 

 
【要望区分】（該当する要望区分にチェックし、要望先を記入してください。） 

■特別区議会議長会が独自に行う国への要望（厚生労働大臣あて） 
□特別区議会議長会が独自に行う東京都への要望 
□全国市議会議長会を通じて行う要望 

【優先順位】 
  ３位 

【件  名】 
 高額療養費制度に関する要望 
 
【要望内容】 
高額な治療を受けた際、患者の自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」は、

医療のセーフティーネット（安全網）として極めて重要な役割を果たしている。 
政府は、社会保険料の負担を軽減するため、今年８月に向け自己負担の上限額を

段階的に引き上げる見直しを進めたが、一旦、見送り、今秋までに方針を決める考

えを示している。 
高額療養費制度の見直しが実施された場合、特に治療が長期に渡るがん患者など

にとって、生活困窮や受診抑制、治療の断念につながりかねない。命に関わること

であるため、治療が長期に渡る人の自己負担には柔軟な対応が必要である。多様な

声を聴き丁寧に検討を進めるよう求め、以下要望する。 
 
１ がん患者の団体など当事者の意見を十分に聴く機会をつくること。 
２ 治療が長期に渡る人の自己負担については、柔軟な対応を検討すること。 
３ 「多数回該当」利用者の自己負担については、今後も限度額を据え置くこと。 
 
 
 
 
 
 

 

資料No.１６



 

議長会要望事項調査票 

区名（品 川 区） 

 
【要望区分】（該当する要望区分にチェックし、要望先を記入してください。） 

□特別区議会議長会が独自に行う国への要望（        大臣あて） 
■特別区議会議長会が独自に行う東京都への要望 
□全国市議会議長会を通じて行う要望 

【優先順位】 
  １位 

【件  名】 
 公共交通に関する要望 
 
【要望内容】 
 高齢化等に伴い交通弱者が増加する中、誰もが自由に移動できるための「公共交

通」の重要性は高まっており、それを維持することは必要不可欠である。 
しかし、近年、利用者の減少や運転士不足などで路線の廃止や減便を余儀なくさ

れる公共交通が増えている。都営バスにおいては、2022 年度は 228 便、2023 年度

は 306 便、2024 年度は 217 便と、毎年、減便が続いている。さらに今年３月～4
のダイヤの改正においては平日運行を 58 路線 236 便の減便としており、地域住民

の移動に影響が出ている。 
出勤や日常生活など住民生活に多大な影響を及ぼす都営バスの運行の改善を求

め、以下要望する。 
 
１ 減便の要因である運転手不足解消ため、定年による再任用制度を運転業務に限

って特例を設け、定年延長または給与減額の停止措置を講じること。 
２ 混雑時間帯の連結バスの導入と需要のある時間帯ダイヤの再改正を行うこと。 
３ 自治体と協議し、デマンド交通の導入策などについて検討すること。 
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